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Ⅰ．学会認定・臨床輸血看護師制度導入の趣旨 

 輸血は移植の一種と考えられているように、

種々の副作用・合併症を伴い易く、輸血治療を行う

には深い知識と的確な判断力が要求される。特に

患者に最も近いところで臨床輸血に関与する看護

師には、輸血に関する正しい知識と的確な看護能

力が求められ、医師、臨床検査技師、そして看護師

が一体となることで輸血の安全性は飛躍的に向上

することが期待される。日本輸血･細胞治療学会は、

臨床輸血に精通し安全な輸血に寄与することので

きる看護師の育成を目的として、日本血液学会、日

本外科学会、日本産科婦人科学会、日本麻酔科学会

の協力、及び日本看護協会の推薦を得て、学会認

定・臨床輸血看護師制度協議会（以下協議会）を発

足させ、協議会はこの制度を導入する。 

 

 

Ⅱ．学会認定・臨床輸血看護師制度規則 

（目的） 

第 1 条 この制度は輸血に関する正しい知識と的

確な輸血看護により、輸血の安全性の向上に寄与

することのできる看護師の育成を目的とする。 

（学会認定・臨床輸血看護師制度協議会、審議会） 

第 2 条 協議会は学会認定・臨床輸血看護師制度に

関する必要事項を審議する。学会認定・臨床輸血

看護師の認定作業を円滑公平に実施するため、協

議会の下に学会認定・臨床輸血看護師制度審議

（以下審議会と略す）を設置する。 

第 3 条 協議会は第 1 条の目的を達成するために、

学会認定・臨床輸血看護師を認定する。 

第 4 条 協議会および審議会の組織、運営について 

 

は別に定める。 

 

（学会認定・臨床輸血看護師制度基本カリキュラム） 

第 5 条 審議会は学会認定・臨床輸血看護師育成の

ために、学会認定・臨床輸血看護師制度基本カリ

キュラム（以下基本カリキュラムと略す）を定め

る。 

（学会認定・臨床輸血看護師制度指定研修施設） 

第 6 条 学会認定・臨床輸血看護師教育のために

適当と認めた施設（病院）を、学会認定・臨床

輸血看護師制度指定研修施設（以下研修施設と 

略す）として認定する。研修施設には学会認定 

・臨床輸血看護師が勤務していることが望まし

い。 

第 7 条 前条の研修施設の指定条件は、学会認定・

臨床輸血看護師制度施行細則に定める。 

第 8 条 協議会は認定した施設に対して、「学会認

定・臨床輸血看護師制度指定研修施設認定証」を

交付する。認定証の有効期間は 5 年とする。 

第 9 条 研修施設は 5 年ごとに更新の手続きをし

なければならない。 

第 10 条 研修施設は次の場合に認定が解除される。 

  1）第 7 条に該当しなくなったとき 

  2）研修施設の認定を辞退したとき 

（学会認定・臨床輸血看護師申請の資格と手続き） 

第 11 条 学会認定・臨床輸血看護師の申請にあた

って次の 4 項のすべてを備えていなければなら

ない。 

  1）看護師とする。ただし、准看護師は不可とす 

る。 

  2）輸血治療（在宅医療を含む）を行っている施設 



の看護師を対象とする。 

3）申請時には通算 3 年以上の臨床経験を有する。 

4）所属長（看護部長またはそれに代わる者）、輸 

血責任医師の推薦が得られている。 

第 12 条 学会認定・臨床輸血看護師の申請には、

必要書類を協議会事務局に送付し、所定の申請料、

試験料、研修料を納付しなければならない。 

第 13 条 審議会は年 1 回申請書類により申請者の

資格審査を行い、必要な条件を満たす者に対して

カリキュラム委員会が指定する講習会を行う。 

第14条 審議会は研修終了者に対して試験を行う。

審議会は試験結果について学会認定・臨床輸血看

護師としての適否を審査し、結果を協議会に報告

する。協議会は適格者に対し、日本輸血・細胞治

療学会指定の研修施設（病院）での研修を義務づ

ける。 

第 15 条 学会認定・臨床輸血看護師資格は登録後

発効する。 

2．「学会認定・臨床輸血看護師登録原簿」への登 

録は、試験に合格し、1 日の施設研修を受け、

学会認定・臨床輸血看護師登録料を納付した

者に対し、審議会、協議会がこれを適格者と

評した場合に行う。 

 3．登録者には登録時に「学会認定・臨床輸血看

護師認定証」を交付し、その旨を日本輸血・

細胞治療学会誌に発表する。なお、登録時に

は日本輸血・細胞治療学会の会員でなければ

ならない。 

 4．認定証の有効期間は 5 年とする 

（学会認定・臨床輸血看護師の登録更新） 

第 16 条 この制度は更新制とする。したがって認 

定の更新を引き続き希望する者は 5 年ごとに学 

会認定・臨床輸血看護師登録の更新申請をしなけ 

ればならない。 

第 17 条 更新を申請するものは 5 年間に更新申請

の資格審査基準を満たさねばならない。 

第 18 条 更新には必要書類を提出し、登録更新料

を納付しなければならない。 

第 19条 事情で登録更新の延長、または登録更新の

猶予を希望する者は、必要書類を添えて申請をす

る。 

（認定の取り消し） 

第 20 条 学会認定・臨床輸血看護師は次の各項の

事由によりその資格を取り消される。 

 1）看護師の資格を喪失したとき。 

 2）学会認定・臨床輸血看護師登録の更新をしな

かったとき。 

 3）学会認定・臨床輸血看護師登録の更新の条件

が満たされないとき。 

4）日本輸血･細胞治療学会を退会したとき。 

5）学会認定・臨床輸血看護師としてふさわしく

ない行為があったとき。 

第 21 条 前条第 4 項の判定は、審議会が審議に基

づき、これを行う。 

 （付則） 

第 22 条 この規則は平成 22 年 5 月 1 日から施行

する。 

第 23 条 この規則の改廃は協議会の議決を経なけ

ればならない。 

第 24 条 この規則を施行するため、別に施行細則

を定める。 

 

 

Ⅲ．学会認定・臨床輸血看護師制度施行細則 

第 1 条 学会認定・臨床輸血看護師制度 

規則（以下規則と略す）の施行にあたり、規則に

定める以外の事項については、学会認定・臨床輸

血看護師制度施行細則（以下細則と略す）および

同審議会内規の規定に従うものとする。 

（学会認定・臨床輸血看護師制度指定研修施設の 

基準） 

第 2 条 研修施設は、臨床輸血に関する教育指導体

制がとられて、適正な輸血医療の全般を習得でき、

研修に関する要員、設備、機器、図書が十分でな

ければならない。 

2．研修施設は、次の条件を必要とする。 

 1）病院 

   イ．常勤の輸血認定医または学会認定・臨床 

輸血看護師が勤務していること。 

    ロ．輸血療法委員会またはそれに相当する組 

織があること。 

ハ．専門の輸血部または輸血部門が、輸血関連 

業務を一括して行っていること。 

  2）外国における施設審議会が適当と認めた施 

設 

（研修施設の認定および認定更新） 

第 3 条 研修施設の認定および認定更新について

は、施設認定委員会で検討し、審議会の審議に

基づいて当該施設に委嘱し、協議会が認定証を

交付する。 



（学会認定・臨床輸血看護師申請の資格審査基準） 

第 4 条 規則第 11 条に定める学会認定・臨床輸血

看護師申請の資格審査基準による。なお、必須要

件ではないが、輸血に関する学術論文、学会発表

等の業績、及び輸血に関連した各種学会、講演会

および研修会での活動歴を有することが望まし

い。 

（学会認定・臨床輸血看護師申請の手続き） 

第 5 条 学会認定・臨床輸血看護師の申請には次の

各項の書類を協議会事務局に所定の期日までに

提出しなければならない。 

  1）学会認定・臨床輸血看護師受験申請書 

 2）看護師免許証のコピー 

 3）所属長（看護部長またはそれに代わる者）、輸

血責任医師の推薦書 

 4）学会認定・臨床輸血看護師業績目録 

第 6 条 学会認定・臨床輸血看護師の申請には、申

請料、試験料、研修料を納入しなければならない。

申請の受理は先着順とするが、資格審査で不合格

となった場合や受け入れ許容人数を超えた場合

で申請が認められなかった場合は、試験料、研修

料は返却される。しかし資格審査合格者が試験な

どを辞退しても返却されない。 

第 7 条 資格審査合格者はカリキュラム委員会が

開催する講習会を受講しなければならない。研修

の日時、場所などは申請書類受領後に各申請者に

通知する。 

（学会認定・臨床輸血看護師の試験） 

第 8 条 学会認定・臨床輸血看護師の試験は筆記試

験とする。試験不合格の場合、特別な事情（病気・

事故、妊娠・出産・育児など）も考慮して、申請

書類は筆記試験が実施された 3 年間は有効とす

る。但し、再受験の場合はカリキュラム委員会が

開催する講習会の受講は必須とする。 

（学会認定・臨床輸血看護師の登録更新） 

第 9条 5年ごとの登録更新は有効期間の最終の年

に行うこととする。 

第 10 条 5 年間に取得すべき更新申請資格審査基

準単位は、次の表により加算して 30 単位以上あ

るものとする。うち少なくとも 10 単位は日本輸

血･細胞治療学会関連でなければならない。 

2．更新時には、日本輸血･細胞治療学会の会員

で 

あることを必要とする｡ 

第 11 条 更新を申請する者は登録更新料を納入し

なければならない。 

第 12 条 登録更新には、登録更新申請書、更新用

業績目録、更新申請資格審査基準単位を証明する

書類等を提出しなければならない。 

第 13 条 申請により認定登録更新の期間が延長で

きる者は次の通りとし、証明書類を添えて延長の

申請をする。延長の申請は 1 年毎に行い、延長可

能期間は原則として 2 年までとする。延長期間中

は学会認定・臨床輸血看護師の称号は使用できず、

またその期間は次期認定期間に含まれることと

する。 

 1）長期療養 

 2）海外出張または在留 

 3）妊娠・出産・育児休暇、介護休暇 

 4）長期離職 

 5）その他の事由は審議会で検討する。 

    なお、延長の理由がなく更新条件を満たさない 

     者がその理由を記した更新猶予申請書を提出し

た場合、審査により更新の猶予期間を与えるこ

とが出来る。 更新猶予期間は1年を限度とし、

期間中は学会認定・臨床輸血看護師の称号は使

用できず、またその期間は次期認定期間に含ま

れることとする。 

 

学会認定・臨床輸血看護師の業績に関する基準単位 
 

学会参加 

日本輸血・細胞治療学会学術総会       10 

     同上      秋季シンポジウム   10 

   同上      支部会例会      5 

    日本血液事業学会総会                  8 

    日本自己血輸血・周術期輸血学会学術総会 8 

赤十字血液シンポジウム               5 

その他の学会*                        5 

研究発表** 

原著論文（筆頭）                    10 

      同上 （共同）                      5 

    その他の著書（筆頭）                  7 

      同上   （共同）                 3 

    学会発表（筆頭）                     7 

     同上 （共同）                     3 

   

学会主催または共催の教育活動等*           5 

講習会、研修会等参加***                   5 

ｅ－ラーニングの修了****           3 



* 6 団体（日本輸血･細胞治療学会、日本血液学会、

日本外科学会、日本産科婦人科学会、日本麻酔科学

会、日本看護協会）および日本造血・免疫細胞療法

学会、日本産婦人科・新生児血液学会が主催または

共催した輸血・細胞治療医学に関連のあるものに限

る。学会主催または共催の教育活動としては、I&A

視察実施者および指定研修施設担当者を含む。その

他は審議会において審査する。 

** 輸血・細胞治療医学に関連のある研究発表に限

る。 

なお、そのなかの学会発表は 6 団体が主催また

は共催したものに限る。 

*** 講習会や研修会等への参加については 2025 年

5 月現在、東京都輸血療法研究会、都道府県合

同輸血療法委員会（主催または共催＃）、日本自

己血輸血・周術期輸血学会教育セミナー、学会

認定・自己血輸血医師看護師制度協議会指定セ

ミナー、日本自己血輸血・周術期輸血学会フォ

ーラムが認められている。その他は審議会にお

いて審査する。なお、これらの会での発表は筆

頭の場合 5 単位、共同の場合 2 単位を加える。 

****日本輸血・細胞治療学会ホームページｅ-ラー

ニングに掲載されている「輸血医学教育」/「4．

学会認定・臨床輸血看護師更新用ｅ－ラーニン

グ問題」を修了後、自身で修了証を発行する。

修了証は 5 年分の 15 単位（3 単位/年×5 回）

まで使用可能である。 
＃当委員会共催のイベントについては、プログラム

を資格審査委員会に提出いただき、単位を付与す

るにふさわしい内容であることが確認された場合

に認められる。 

 

（付則） 

第 14 条 この細則は平成 29 年 4 月 1 日より変更

する。 

第 15 条 この細則の改廃は協議会の議決を経なけ

ればならない。 

第 16 条「学会認定・輸血看護師制度」を「学会認

定・臨床輸血看護師制度」と名称を変更し、平成

24 年 4 月 1 日より施行する。 

第 17 条 受験申請者数が受け入れ許容人数を超え

た場合は、人数を制限して受け付ける。但し、翌

年は不受理となった申請者の受付を優先する。こ

の措置は平成 26 年度、第 5 回の試験より施行す

る。 

第 18 条 日本輸血･細胞治療学会の退会と同時に

資格が取り消されるが、復会が理事長に承認され

れば、資格は継続する。 

 

 

Ⅳ．学会認定・臨床輸血看護師制度協議会および審

議会内規 

（趣旨） 

第 1 条 この内規は、学会認定・臨床輸血看護師制

度規則第 4 条の規定に基づき、協議会および審議

会の組織および運営に関し必要な事項を定める。 

（目的） 

第 2 条 協議会は学会認定・臨床輸血看護師制度に

関する必要事項を協議することを目的とする。審

議会は学会認定・臨床輸血看護師の認定作業を円

滑に実施するために設置する。 

（組織） 

第 3 条 規則第 4 条の協議会および審議会の組 

織は次のとおりとする。 

1）協議会は会長、副会長、および委員若干名を

  もって組織する。会長は日本輸血･細胞治療 

 学会の理事長が委嘱し、委員は協議会の会長 

が委嘱する。 

2）審議会は会長、副会長および委員若干名をも 

 って組織する。審議会の会長は協議会の会長が

 委嘱し、委員は審議会の会長が委嘱する。 

第 4 条 協議会および審議会の会長および委員の 

任期は 2 年とし、再任を妨げない。 

但し、欠員が生じた場合の補欠の任期は、前任者 

の残任期間とする。 

第 5 条 協議会および審議会の会長は会務を総括

し、協議会あるいは審議会を代表する。会長に事

故あるときは副会長がその職務を代行する。 

（委員会） 

第 6 条 審議会は専門事項を調査協議するために、

次の委員会を置く。各委員会の委員長は審議会の

委員の中から審議会の会長が委嘱する。 

 1）カリキュラム委員会 

 2）施設認定委員会 

 3）資格審査委員会 

 4）試験委員会 

第 7 条 委員会の委員は委員長が指名し、審議会の

会長が委嘱する。 

 任期は第 4 条の規定に準ずる。 

（議事運営） 



第 8 条 協議会および審議会の議事運営は次の各

項により行う。 

 1）会長が召集し、その議長となる。 

 2）協議会および審議会は年 1 回以上開かなけれ 

ばならない。 

3） 協議会および審議会は委員の 3 分の 2 以（委 

任状を含む）の出席をもって成立する。 

 4）協議会および審議会の議事は出席者の過半数 

の同意により議決される。 

前 4 項の規定は委員会の議事運営においても準

用される。 

第 9 条 協議会および審議会の会長または委員長 

は議事録を作成し、これを保管しなければならな 

い。議事録は原則として公開しない。 

第 10 条 協議会ならびに審議会および各種委員会 

の委員は、正当な理由がなく、業務上知り得た秘 

密を洩らしてはならない。 

（報告および答申） 

第 11 条 審議会会長は審議会の審議結果を協議会 

に報告しなければならない。各委員長は、委員会 

の審議結果を審議会会長に答申する。 

（事務局） 

第 12 条 審議会の事務は協議会事務局が行う。協 

議会事務局は、東京都文京区本郷 2-14-14 ユニテ

ビル 5 階、日本輸血･細胞治療学会事務局内にお

く。 

（改廃） 

第 13 条 この内規の改廃には、協議会委員の 3 分

の 2 以上の同意を必要とする。 

（雑則） 

第 14 条 この内規に定めるもののほか、必要な事

項は協議会が定める。 

（付則） 

 この内規は平成 24 年 4 月 1 日から施行する。 

 

 

Ⅴ．学会認定・臨床輸血看護師制度審議会申し合わ

せ事項 

第 1 条 学会認定・臨床輸血看護師の認定申請者は

試験前にカリキュラム委員会の開催する講習会

に参加しなければならない。また試験合格者は研

修施設（病院）で 1 日の研修を受けなければなら

ない。 

（学会認定・臨床輸血看護師取り消し後の復活） 

第 2 条 やむをえない事情により、登録更新の機を

失したため取り消された学会認定・臨床輸血看護

師資格は審査の上、復活を認めることがある。 

（特例措置としての認定） 

第 3 条学会認定・臨床輸血看護師の認定審査にあた

り外国での研修歴を有する場合に特例とするこ

とが妥当と考えられるときは、審議会で審議し、

審議会長が裁定する。 

（疑義の取り扱い） 

第 4 条 規則等の施行について疑義が生じたとき 

は、審議会の議決によって決定し、規則等の改正 

が行われるまで、申し合わせ事項とする。 

（認定証交付日付） 

第 5 条 認定証交付時期は、指定施設研修終了年の 

4 月 1 日からとする。 

第 6 条 学会認定・臨床輸血看護師制度指定研修施 

設において、やむを得ない理由により施設認定条 

件を満たすことができなくなった場合には、次回 

更新時に最長 5 年間に限り更新の申請手続き延 

期を認めることがある。(令和 6 年 5 月 29 日申 

し合わせ) 

第 7 条 学会認定・臨床輸血看護師講習会において、

天災などやむを得ない理由により遅刻あるいは

欠席となった場合には、翌日の筆記試験受験を認

めることがある。また、その場合は、翌年度の同

講習会受講等において特段の配慮を行う場合が

ある。（令和 7 年 5 月 29 日申し合わせ） 

 

 

Ⅵ．学会認定・臨床輸血看護師制度研修施設 

 本協議会は規則第 6 条にいう学会認定・臨床輸血

看護師教育のために適当と認めた施設を研修施設

として認定する。研修施設は本協議会が認定した医

療機関で、資格取得希望受験者の義務である施設研

修教育を担うものとする。研修施設の選定事務は、

施設選定委員会が行う。研修施設については別に告

示する。

 


